
在
日
韓
国
人
三
世
の
法
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（43）在目韓国人三世の法的地位と「一九六五年韓目協定」（一）

一二三

は
じ
め
に

妥
結
な
き
交
渉

　
在
日
韓
国
人
の
法
的
地
位
問
題
の
起
源

　
在
留
権
問
題
の
背
景

　
条
約
に
い
た
ら
な
か
っ
た
協
定
案

　
在
日
韓
国
人
の
退
去
強
制
問
題
と
［
口
本
国
側
の
態
度
の
変
化

　
「
在
日
韓
人
」
の
範
囲
と
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
の
北
送
間
趨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
以
上
本
号
－

韓
日
関
係
の
好
転
と
「
再
協
議
」
案
　
　
　
－
以
下
七
月
号
－

　
在
日
韓
国
．
朝
鮮
人
の
定
住
化
と
日
本
国
政
府
の
政
策
変
化

　
妥
協
案
と
し
て
の
「
再
協
議
」
案

　
合
意
な
き
妥
絡

お
わ
り
には

じ
め
に

金
　
　
　
太

　
　
一
九
九
〇
年
五
月
の
ノ
ニ
ア
ウ
（
慮
泰
愚
）
大
統
領
の
訪
日
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
〕

き
っ
か
け
に
、
「
在
日
韓
国
人
三
世
」
の
日
本
国
で
の
居
住
に
関

す
る
法
的
地
位
間
題
を
め
ぐ
る
韓
日
交
渉
に
関
す
る
記
事
や
報
遺

が
増
え
つ
つ
あ
る
。
約
七
〇
万
の
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
は
注
意
深

く
そ
の
推
移
を
見
守
っ
て
い
る
。

　
こ
こ
で
い
う
在
日
韓
国
人
三
世
と
い
う
の
は
、
「
日
本
国
に
居

住
す
る
大
韓
民
国
国
民
の
法
的
地
位
及
ぴ
待
遇
に
関
す
る
犬
韓
民

国
と
日
本
国
と
の
間
の
協
定
」
（
以
下
、
「
一
九
六
五
年
韓
日
協

定
」
）
に
定
め
ら
れ
て
い
る
在
日
韓
国
人
の
法
的
地
位
を
区
分
す

る
た
め
便
宜
的
に
使
わ
れ
て
い
る
用
語
で
あ
り
、
一
般
的
に
言
わ

れ
て
い
る
在
墨
国
・
朝
鮮
人
・
世
・
・
世
・
壷
と
い
う
用
誼
一

と
は
違
う
概
念
で
あ
る
。

　
現
在
日
本
国
に
在
留
し
て
い
る
在
日
韓
国
人
の
日
本
国
に
お
け

期
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る
法
的
地
位
（
在
留
権
や
教
育
、
社
会
保
障
、
財
産
．
職
業
権
な

ど
）
は
、
「
一
九
六
五
年
韓
日
協
定
」
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
。

し
か
し
、
「
一
九
六
五
年
韓
日
協
定
」
の
対
象
に
な
る
も
の
は
、

一
九
四
五
年
八
月
一
五
日
以
前
か
ら
引
き
続
き
日
本
国
に
居
住
し

て
い
る
者
と
か
れ
ら
の
直
系
卑
属
と
し
て
協
定
の
効
力
発
生
の
日

か
ら
五
年
以
内
に
日
本
国
で
出
生
し
、
引
き
続
き
日
本
国
に
居
住

し
て
い
る
者
（
在
日
韓
国
人
一
世
）
と
こ
の
在
日
韓
国
人
一
世
の

子
と
し
て
協
定
の
効
カ
発
生
の
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
た
後
に
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
3
〕

本
国
で
出
生
し
た
者
（
在
日
韓
国
人
二
世
）
で
あ
る
。
そ
し
て
、

在
日
韓
国
人
二
世
の
子
で
あ
る
在
日
韓
国
人
三
世
の
日
本
に
お
け

る
居
住
に
関
す
る
法
的
地
位
に
関
し
て
、
「
一
九
六
五
年
韓
日
協

定
」
は
、
「
第
二
条
一
　
日
本
国
政
府
は
、
第
一
条
の
規
定
に
従

い
日
本
国
で
永
住
す
る
こ
と
を
許
可
さ
れ
て
い
る
者
の
直
系
卑
属

と
し
て
日
本
国
で
出
生
し
た
大
韓
民
国
国
民
の
日
本
国
に
お
け
る

居
住
に
つ
い
て
は
、
大
韓
民
国
政
府
の
要
請
が
あ
れ
ば
、
こ
の
協

定
の
効
カ
発
生
の
日
か
ら
二
五
年
を
経
過
す
る
ま
で
は
協
議
を
行

　
　
　
　
　
　
　
＾
4
）

う
こ
と
に
同
意
す
る
」
と
定
め
て
い
る
。

　
従
っ
て
、
「
在
日
韓
国
人
三
世
の
日
本
国
に
お
け
る
居
住
に
関

す
る
法
的
地
位
」
（
以
下
、
在
日
韓
国
人
三
世
の
法
的
地
位
）
は
、

「
一
九
六
五
年
韓
日
協
定
」
に
は
定
め
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
り
、

た
だ
「
一
九
六
五
年
韓
日
協
定
」
の
効
力
発
生
日
（
一
九
六
六
年

一
月
一
七
日
）
か
ら
二
五
年
を
経
過
す
る
一
九
九
一
年
の
一
月
一

六
日
ま
で
韓
国
政
府
の
要
請
が
あ
れ
ぱ
日
本
国
政
府
は
そ
れ
に
応

じ
る
、
と
い
う
義
務
規
定
が
も
う
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
「
九
一
年
問
題
」
で
あ
り
、
今
後
の
在
日
韓

国
人
の
日
本
に
お
け
る
法
的
地
位
を
決
め
る
と
い
う
こ
と
で
、
在

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
5
）

日
韓
国
・
朝
鮮
人
に
と
っ
て
は
何
よ
り
も
重
要
な
問
題
で
あ
ろ
う
。

　
と
く
に
、
日
本
国
政
府
に
と
っ
て
在
日
韓
国
人
三
世
問
題
は
、

在
日
韓
国
人
の
法
的
地
位
に
関
す
る
韓
国
政
府
と
の
最
後
の
会
談

に
な
る
だ
け
で
は
な
く
、
今
後
の
在
日
韓
国
人
世
代
の
日
本
国
に

お
け
る
法
的
地
位
を
定
め
る
と
い
う
こ
と
で
、
将
来
の
異
民
族
集

団
、
と
く
に
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
政
策
の
方
向
付
け
に
な
る
も
の

で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
非
常
に
重
み
を
も
っ
て
い
る
。

　
こ
の
「
九
一
年
問
題
」
と
呼
ぱ
れ
る
在
日
韓
国
人
三
世
の
法
的

地
位
問
題
が
、
今
日
韓
国
政
府
の
要
講
に
よ
り
日
本
国
政
府
と
協

議
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
問
題
に
関
し
て

は
、
慮
泰
愚
大
統
領
の
訪
日
を
前
に
し
て
、
韓
日
双
方
の
歩
み
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

り
に
よ
り
、
一
応
決
着
を
見
た
と
い
う
も
の
の
、
韓
日
両
国
に
と

っ
て
今
後
の
最
も
重
要
な
政
治
的
な
課
題
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り

は
な
い
。
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そ
の
推
移
は
関
心
を
ひ
く
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
ま
え
に
、
な

ぜ
、
在
日
韓
国
人
三
世
の
法
的
地
位
に
関
す
る
規
定
が
「
一
九
六

五
年
韓
日
協
定
」
の
と
き
も
う
け
ら
れ
ず
、
そ
の
規
定
に
関
し
て

韓
日
両
政
府
は
協
定
発
効
の
日
か
ら
二
五
年
も
の
猶
予
期
間
を
お

い
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
に
つ
い
て
疑
問
を
持
た
ざ
る
を
得
な
い
。

そ
れ
に
対
し
て
は
、
そ
の
当
時
、
韓
日
双
方
の
意
見
の
相
違
に
よ

り
、
問
題
解
決
を
在
日
韓
国
人
三
世
が
生
ま
れ
て
く
る
約
二
五
年

後
に
延
期
し
た
と
い
う
よ
う
な
新
聞
報
道
は
あ
る
。
が
、
ど
の
よ

う
な
双
方
の
外
交
交
渉
に
よ
っ
て
そ
の
よ
う
な
協
定
が
結
ぱ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
か
に
つ
い
て
の
実
証
的
な
研
究
は
見
当
ら
な
い
。

そ
れ
は
、
い
ま
だ
韓
日
両
国
の
政
府
に
よ
っ
て
関
係
資
料
が
公
開

さ
れ
て
い
な
い
現
状
に
よ
る
も
の
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

一
般
の
人
は
勿
論
研
究
者
に
お
い
て
も
、
そ
の
間
題
に
あ
ま
り
関

心
を
は
ら
っ
て
こ
な
か
っ
た
現
実
も
指
摘
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で

あ
る
。

　
「
一
九
六
五
年
韓
日
協
定
」
が
結
ぱ
れ
る
ま
で
の
在
日
韓
国
人

三
世
の
法
的
地
位
を
め
ぐ
っ
て
の
韓
日
交
渉
を
実
証
的
に
考
察
す

る
こ
と
は
、
当
時
の
韓
日
双
方
、
と
く
に
日
本
国
政
府
の
在
B
韓

国
人
間
趨
に
対
す
る
立
場
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
一
九

五
〇
年
代
初
期
か
ら
「
一
九
六
五
年
韓
日
協
定
」
前
後
の
日
本

国
．
日
本
社
会
と
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
と
の
関
係
を
究
明
す
る
に

お
い
て
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
部
分
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
、

本
魑
に
関
す
る
研
究
は
意
義
が
あ
る
と
信
じ
る
。

　
さ
ら
に
、
「
一
九
六
五
年
韓
日
協
定
」
が
結
ぱ
れ
、
発
効
し
て

か
ら
す
で
に
二
五
年
が
た
と
う
と
し
て
い
る
が
、
当
時
の
在
日
韓

国
人
の
処
遇
及
ぴ
法
的
地
位
、
な
か
ん
ず
く
在
留
権
に
対
す
る
日

本
国
政
府
の
立
場
や
世
論
の
反
応
を
考
察
す
る
こ
と
は
、
口
］
本
国

政
府
や
社
会
の
異
民
族
集
団
、
と
く
に
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
に
対

す
る
認
識
が
い
か
に
変
化
し
て
い
る
か
を
確
か
め
る
格
好
の
材
料

に
な
る
と
思
う
。
そ
れ
は
、
国
際
社
会
に
お
け
る
日
本
国
の
政
治

的
な
指
導
カ
と
、
対
外
政
策
に
影
響
を
与
え
る
内
在
的
な
要
因
の

中
で
最
も
重
要
な
部
分
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。

　
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
韓
日
会
談
の
交
渉
過
程
を
た
ど
り
、

「
九
一
年
問
題
」
が
決
め
ら
れ
る
ま
で
の
韓
日
間
の
外
交
交
渉
過

程
を
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
通
じ
て
、
日
本

国
政
府
が
そ
の
当
時
ど
の
よ
う
な
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
政
策
を
も

と
に
在
日
韓
国
人
の
在
留
権
問
趨
に
臨
ん
で
い
た
か
に
つ
い
て
考

え
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
さ
ら
に
、
在
日
韓
国
人
の
法
的
地
位
問

題
は
、
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
が
日
本
社
会
の
な
か
で
日
本
人
と
の

様
々
な
接
触
と
衝
突
の
中
で
生
き
て
い
る
現
実
を
考
え
る
と
両
民
　
　
幼
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族
の
感
情
的
な
側
面
を
切
り
離
し
て
諭
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と

思
う
。
そ
こ
で
、
韓
日
交
渉
に
対
し
て
日
本
の
マ
ス
コ
、
、
、
は
ど
の

よ
う
な
反
応
を
示
し
て
い
た
か
を
も
、
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。

　
「
一
九
六
五
年
韓
日
協
定
」
関
連
の
資
料
は
、
日
本
国
の
外
務

省
及
ぴ
韓
国
の
外
務
部
に
よ
っ
て
公
開
さ
れ
て
お
ら
ず
、
極
め
て

限
ら
れ
て
い
る
状
況
で
あ
る
。
本
稿
は
、
こ
の
よ
う
な
き
ぴ
し
い

状
況
の
中
で
、
筆
者
が
入
手
し
得
た
韓
国
外
務
部
に
よ
る
会
議
報

告
や
会
議
録
を
主
な
資
料
と
し
て
用
い
る
。
そ
し
て
、
本
資
料
だ

け
で
は
説
明
で
き
な
い
都
分
は
、
そ
の
他
の
新
聞
発
表
や
研
究
書

を
参
考
に
す
る
。
韓
国
語
文
献
あ
る
い
は
英
語
文
献
は
筆
者
の
訳

に
ょ
り
引
用
す
る
が
、
筆
者
に
よ
ら
な
い
場
合
は
、
特
記
す
る
。

二
　
妥
結
な
き
交
渉

在
目
韓
国
人
の
法
的
地
位
問
題
の
起
源

　
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
の
対
日
平
和
条
約
（
一
九
五
一
年
九
月
）

は
、
日
本
国
の
戦
後
処
理
・
再
出
発
の
基
盤
で
あ
っ
た
が
、
戦
争

犯
罪
に
対
す
る
処
罰
と
し
て
よ
り
は
、
戦
後
ア
メ
リ
カ
の
極
東
ア

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
7
〕

ジ
ア
戦
略
の
一
つ
と
し
て
の
性
楮
が
濃
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ

が
、
遠
因
に
な
っ
て
韓
国
は
対
日
平
和
条
約
の
署
名
国
に
な
る
こ

　
　
　
　
　
　
（
8
〕

と
が
で
き
な
か
っ
た
。

　
そ
の
結
果
、
韓
国
と
日
本
国
の
両
国
は
、
対
日
平
和
条
約
の
発

効
を
前
に
し
て
、
平
和
条
約
の
規
定
に
入
っ
て
い
な
か
っ
た
戦
後

処
理
問
題
（
と
く
に
植
民
地
時
代
に
余
儀
な
く
来
日
し
、
戦
後
に

な
っ
て
も
祖
国
に
帰
る
こ
と
が
で
き
ず
に
日
本
国
に
住
み
続
け
て

い
た
約
五
〇
万
の
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
の
問
題
な
ど
）
を
処
理
す

る
た
め
、
直
接
交
渉
を
行
わ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
“
そ
の
直
接

交
渉
が
ア
メ
リ
カ
側
の
伸
介
に
よ
っ
て
始
ま
り
、
韓
日
会
談
の
幕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
9
）

を
上
げ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
韓
日
会
談
は
、
そ
の
予
備
会
談
が
始
ま
っ
た
一
九
五
一
年
一
〇

月
二
〇
日
か
ら
一
九
六
五
年
六
月
二
二
日
の
条
約
の
調
印
ま
で
、

中
止
と
再
開
を
重
ね
七
次
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
た
の
で
あ
り
、
一

四
年
に
も
及
ぷ
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
旧
植
民
地
国
の
韓
国

と
日
本
国
の
利
害
が
、
戦
後
い
か
に
対
立
し
て
い
た
か
を
物
語
っ

て
い
る
。

　
韓
日
会
談
の
中
で
、
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
問
題
に
つ
い
て
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
0
）

「
在
日
韓
橋
法
的
地
位
委
員
会
」
が
構
成
さ
れ
、
協
議
が
進
め
ら

れ
た
の
で
あ
り
、
日
本
国
の
植
民
地
政
策
に
よ
り
渡
日
し
、
戦
後

に
な
っ
て
も
祖
国
に
帰
れ
ず
日
本
に
在
留
す
る
よ
う
に
な
っ
た
約

五
〇
万
の
在
甘
韓
国
・
朝
鮮
人
と
そ
の
子
孫
の
ω
国
籍
問
題
②
在

留
権
閲
題
（
永
住
権
と
退
去
強
紺
問
題
）
㈹
処
遇
問
題
（
財
産
権
、
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職
業
権
、
教
育
、
生
活
保
障
）
ω
財
産
搬
出
と
送
金
問
趨
な
ど
が

主
題
に
な
つ
た
。
こ
の
中
で
、
在
日
韓
国
人
三
世
の
法
的
地
位
間

題
は
、
在
留
権
問
題
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
第
一
次
韓
日
会
談
（
予
傭
会
談
・
第
一
次
韓
日
会
談
一
－
8
ご

；
＼
8
～
筍
s
一
企
＼
豊
）
は
、
韓
国
側
は
ヤ
ン
・
ユ
チ
ャ
ン
（
梁

裕
燦
）
駐
米
韓
国
大
使
、
日
本
側
は
井
口
貞
夫
外
務
次
官
（
第
一

次
会
談
は
、
松
本
俊
一
外
務
省
顧
問
）
が
首
席
代
表
に
な
っ
て
、

そ
の
予
備
会
談
を
入
れ
て
一
九
五
一
年
一
〇
月
二
〇
日
始
ま
っ

た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
，

　
そ
し
て
法
的
地
位
委
員
会
は
ユ
・
ジ
ン
オ
（
畝
鎮
牛
）
高
麗
犬

大
学
長
、
田
中
三
男
出
入
国
管
理
庁
実
施
部
長
を
首
席
委
員
に
三

六
次
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
た
。
法
的
地
位
委
員
会
で
は
、
最
初
、

在
日
韓
国
．
朝
鮮
人
の
国
籍
問
題
が
議
題
と
な
っ
た
。
第
二
次
世

界
大
戦
後
の
世
界
的
な
慣
例
か
ら
見
た
と
き
、
戦
前
か
ら
日
本
国

籍
を
保
持
し
、
日
本
国
で
住
み
続
け
て
い
た
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人

に
は
、
彼
等
の
中
で
日
］
本
国
籍
の
保
持
を
望
む
も
の
に
は
日
本
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
u
〕

籍
を
与
え
る
（
国
籍
選
択
権
）
べ
き
で
あ
っ
た
と
思
う
。
そ
し
て
・

日
本
国
籍
を
望
ま
な
い
も
の
に
は
外
国
人
と
し
て
の
法
的
地
位
を

与
え
、
彼
等
の
歴
史
的
な
背
景
を
考
え
、
一
時
的
な
特
別
措
置
を

韓
国
政
府
ど
協
議
す
る
の
が
、
戦
後
の
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
問
魑

を
解
決
す
る
望
ま
し
い
方
法
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う

に
し
て
お
け
ぱ
、
今
の
よ
う
な
在
日
韓
国
人
三
世
の
法
的
地
位
問

題
が
韓
日
両
国
の
政
治
問
題
化
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
日
本
国
政
府
は
、
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
に
国
籍
選
択

権
を
与
え
ず
、
韓
国
側
に
、
平
和
条
約
の
発
効
を
も
っ
て
日
本
国

　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
2
）

籍
を
離
脱
し
韓
国
国
籍
を
取
得
す
る
と
い
う
立
場
に
立
っ
て
い
た
。

そ
れ
に
対
し
て
韓
国
側
も
、
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
の
韓
国
籍
は
当

然
の
も
の
と
し
、
韓
国
の
政
府
樹
立
（
一
九
四
八
年
八
月
一
五
日
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
B
）

に
よ
っ
て
、
韓
国
籍
に
回
復
し
た
、
と
い
う
立
場
を
表
明
し
た
。

つ
ま
り
、
日
本
国
側
と
韓
国
側
の
双
方
の
間
に
は
、
在
日
韓
国
人

の
国
籍
が
一
律
に
韓
国
籍
で
あ
る
こ
と
に
は
、
何
の
意
見
の
相
違

も
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
の
結
果
、
法
的
地
位
委
員
会
で
は
、
日
本
国
と
特
別
な
歴
史

的
背
景
を
も
っ
て
い
る
在
日
韓
国
人
に
ど
の
よ
う
な
外
国
人
と
し

て
の
法
的
地
位
と
処
遇
を
与
え
る
か
に
間
魑
の
焦
点
が
お
か
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
在
留
権
問
題
の
背
景

　
本
稿
の
主
題
と
な
る
在
日
韓
国
人
の
在
留
権
に
関
し
て
言
え
ぱ
、

在
日
韓
国
．
朝
鮮
人
に
国
籍
選
択
権
が
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
故
、

か
れ
ら
が
外
国
人
の
地
位
に
お
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
は
言
え
・

〃



一橋論叢　第105巻　第1号　（48）

か
れ
ら
が
日
本
国
で
の
永
住
を
望
む
場
合
、
日
本
国
側
は
か
れ
ら

の
既
得
権
と
し
て
の
日
本
国
永
住
を
認
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
韓
国
側
も
、
在
日
韓
国
人
の
既
得
権
と
し
て
の
在
留
権
を
強
調

し
て
次
の
よ
う
な
見
解
を
提
示
し
た
。
つ
ま
り
、
ω
太
平
洋
戦
争

後
、
合
法
的
に
日
本
国
に
入
国
し
た
も
の
を
外
国
人
と
し
て
取
り

扱
う
出
入
国
管
理
令
を
適
用
す
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
、

②
戦
前
か
ら
継
続
し
て
居
住
す
る
者
に
は
、
一
般
外
国
人
と
は
違

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
μ
）

い
、
無
条
件
に
永
住
権
を
認
定
す
る
。
つ
ま
り
、
韓
国
側
は
、
終

戦
以
前
か
ら
日
本
国
で
在
留
し
て
い
る
者
に
限
っ
て
特
別
取
扱
を

要
求
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
日
本
国
側
は
、
在
日
韓
国
人
の
特
殊
な
歴
史
的
背
景

は
重
視
せ
ず
、
一
般
外
国
人
と
な
ん
ら
相
違
な
し
に
、
在
日
韓
国

人
に
対
す
る
永
住
権
の
付
与
お
よ
び
制
限
を
日
本
の
国
内
法
の

「
出
入
国
管
理
令
」
を
基
準
に
取
り
扱
う
、
と
主
張
し
た
。
つ
ま

り
、
「
日
本
国
の
出
入
国
管
理
令
は
一
切
の
外
国
人
に
適
用
さ
れ

る
の
で
あ
り
、
そ
の
内
容
が
国
際
法
の
一
般
原
則
に
違
反
し
な
い

以
上
、
い
か
な
る
外
国
人
も
こ
れ
に
服
従
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

＾
帖
）い

」
と
い
う
立
場
に
固
執
し
た
。

　
出
入
国
管
理
令
は
主
に
、
日
本
国
へ
入
国
し
さ
ら
に
日
本
国
か

ら
出
国
す
る
外
国
人
の
出
入
国
を
管
理
す
る
政
令
で
、
外
国
人
の

日
本
国
に
お
け
る
在
留
及
び
追
放
は
、
出
入
国
管
理
令
の
規
定
に

従
い
日
本
国
政
席
の
一
方
的
な
判
断
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
る
。

　
し
か
し
、
新
た
に
日
本
に
入
国
す
る
の
で
は
な
く
、
戦
前
か
ら

日
本
に
住
み
続
け
て
い
た
在
日
韓
国
人
に
そ
れ
を
適
用
す
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
6
〕

は
、
法
的
に
そ
も
そ
も
不
可
能
な
こ
と
で
あ
る
。
も
し
日
本
国
側

の
主
張
ど
お
り
、
在
日
韓
国
人
に
出
入
国
管
理
令
が
適
用
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
と
、
在
日
韓
国
人
の
既
得
権
と
し
て
の
在
留
権
の
意

味
は
な
く
な
る
の
で
あ
り
、
日
本
国
政
府
の
意
の
ま
ま
に
在
日
韓

国
人
の
日
本
国
か
ら
の
退
去
強
制
が
可
能
に
な
る
わ
け
で
、
在
日

韓
国
人
に
対
す
る
管
理
権
を
、
完
全
に
日
本
国
政
府
が
握
る
こ
と

に
な
る
。

　
日
本
国
政
府
は
、
連
合
軍
に
よ
る
占
領
の
時
代
に
、
出
入
国
管

理
令
を
立
案
し
た
際
、
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
お
よ
び
台
湾
人
に
出

入
国
管
理
令
を
適
用
し
よ
う
と
試
み
た
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
〃
〕

が
、
連
合
軍
総
司
令
部
に
よ
っ
て
拒
否
さ
れ
た
い
き
さ
つ
が
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
当
時
日
本
国
側
が
在
日
韓
国
人
に
出
入
国
管
理

令
を
適
用
し
よ
う
と
固
執
し
た
の
は
、
戦
後
の
日
本
国
政
府
の
在

日
韓
国
・
朝
鮮
人
政
策
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
一

般
世
論
の
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
に
対
す
る
認
識
に
も
支
え
ら
れ
て

い
た
と
恩
わ
れ
る
。
ー
ヨ
本
国
政
府
は
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
を
日
本
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国
か
ら
韓
半
島
（
朝
鮮
半
島
）
へ
送
遺
す
る
も
の
が
も
っ
ぱ
ら
の

関
心
事
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
戦
後
の
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
運
動
に

対
し
て
大
き
な
懸
念
を
表
明
し
て
い
た
日
本
国
政
府
は
、
在
日
韓

国
．
朝
鮮
人
を
日
本
か
ら
退
去
さ
せ
る
ま
で
、
い
か
に
統
制
・
管

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
8
〕

理
す
る
か
に
関
心
が
向
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
を
れ
に
敗
戦

に
よ
り
将
来
の
見
通
し
が
立
た
な
い
日
本
人
に
と
一
っ
て
、
祖
国
の

独
立
で
喜
ん
で
い
た
在
日
韓
国
・
朝
鱗
人
に
対
し
て
反
感
を
抱
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
”
〕

た
こ
と
は
想
像
に
か
た
く
な
い
。
な
お
か
つ
、
日
本
国
政
府
が
、

戦
後
の
日
本
社
会
の
政
治
や
経
済
の
諸
混
乱
が
ま
る
で
在
日
韓
国

人
が
最
も
重
要
な
原
因
の
よ
う
に
宣
伝
し
、
そ
の
よ
う
な
国
民
感

　
　
　
　
　
＾
2
0
〕

情
に
油
を
注
ぐ
こ
と
に
よ
っ
て
、
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
政
策
を
正

当
化
し
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
条
約
に
至
ら
な
か
っ
た
協
定
案

　
以
上
の
よ
う
に
、
日
本
側
は
在
日
韓
国
人
に
対
す
る
出
入
国
管

理
令
の
適
用
を
主
張
し
た
の
に
対
し
て
、
韓
国
側
は
、
在
日
韓
国

人
の
在
留
権
は
日
本
国
の
国
内
法
で
あ
る
出
入
国
管
理
令
に
よ
り

決
め
る
性
椿
の
も
の
で
は
な
い
と
反
論
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
韓

日
双
方
は
、
在
日
韓
国
人
に
対
し
て
出
入
国
管
理
令
を
適
用
す
る

か
否
か
に
関
す
る
原
則
論
を
巡
っ
て
対
立
し
、
結
論
に
至
る
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
。
精
局
日
本
国
側
の
代
表
が
双
方
の
根
本
的
原

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
1
）

則
論
か
ら
実
質
的
な
協
議
に
は
い
る
こ
と
を
提
案
し
、
永
住
権
を

付
与
す
る
た
め
の
特
別
措
置
に
関
し
て
協
議
が
す
す
め
ら
れ
た
。

　
そ
の
結
果
、
日
本
国
側
は
、
一
九
六
五
年
二
一
月
一
八
日
、
戦

前
か
ら
引
き
続
き
日
本
国
で
在
留
し
て
い
る
在
日
韓
国
人
の
「
永

住
許
可
の
申
講
が
あ
っ
た
場
合
、
日
本
国
当
局
は
外
国
人
登
録
に

よ
り
正
式
に
登
録
を
し
て
い
る
者
に
」
対
し
て
永
住
許
可
を
認
め

＾
2
2
）

る
、
と
い
う
提
案
を
し
た
。
そ
こ
で
、
韓
国
側
の
キ
ム
・
ト
ゾ
ン

（
金
東
昨
）
が
、
在
［
口
韓
国
人
の
子
孫
問
題
と
関
連
し
て
、
永
住

を
得
た
も
の
の
子
孫
た
ち
の
永
住
権
に
対
し
て
圓
本
国
側
に
質
問

し
た
と
こ
ろ
、
そ
の
子
孫
に
も
勿
論
永
住
権
を
認
め
る
と
い
う
答

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
鴉
）

え
が
戻
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
日
本
国
側
の
案
に
対
し
て
、
韓
国
側
は
、
永
住

許
可
は
永
住
権
を
持
っ
て
い
る
在
日
韓
国
人
の
直
系
卑
属
に
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
4
）

波
及
す
る
よ
う
に
、
と
の
協
定
を
結
ぶ
こ
と
を
提
案
し
た
の
で
あ

る
が
、
日
本
国
側
は
、
直
系
卑
属
に
も
永
住
権
は
認
め
る
が
、
特

定
国
に
対
し
て
、
こ
の
よ
う
な
「
当
然
」
な
こ
と
を
協
定
す
る
こ

　
　
　
　
＾
筆

と
は
で
き
な
い
と
い
っ
て
、
協
定
内
容
と
し
て
規
定
す
る
こ
と
に

は
反
対
し
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
在
日
韓
国
人
の
子
孫
の
永
住
権
を
協
定
す
る
か

否
か
を
め
ぐ
っ
て
双
方
の
意
見
が
分
か
れ
て
い
た
。
同
協
議
を
通

紹
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し
て
双
方
に
よ
ウ
て
合
意
さ
れ
た
協
定
案
（
一
九
五
二
年
四
月
一

日
）
に
は
、
結
局
日
本
国
側
の
意
見
が
反
映
さ
れ
た
ら
し
く
、
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
％
〕

孫
の
永
住
権
に
対
す
る
規
定
は
入
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
上
記

の
よ
う
に
、
子
孫
の
永
住
権
に
対
し
て
日
本
国
側
が
当
り
前
の
こ

と
と
し
て
受
け
取
っ
て
い
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
日
本
国
側
が
、
当
時
、
戦
前
か
ら
の
在
留
者
は
も
ち
ろ
ん
、
そ

の
子
孫
に
ま
で
永
住
権
を
与
え
る
こ
と
に
対
し
て
、
な
ぜ
す
な
お

に
同
意
し
た
か
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
解
釈
が
考
え
ら
れ
る
。

　
第
一
に
、
第
一
次
韓
日
会
談
当
時
は
、
朝
鮮
戦
争
が
続
い
て
お

り
、
韓
国
社
会
糺
非
常
に
混
乱
す
る
時
期
で
、
韓
日
関
係
も
好
転

し
な
い
時
期
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
が
日
本
国

に
残
る
か
、
あ
る
い
は
帰
国
す
る
か
に
つ
い
て
の
将
来
の
予
側
が

で
き
な
い
状
態
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
韓
日
両
政
府
は
も
ち
ろ
ん

在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
自
身
も
分
か
ら
な
い
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
の
で

　
＾
η
）

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
韓
日
会
談
の
実
務
者
た
ち
に

と
っ
て
、
ま
だ
存
在
も
し
な
い
子
孫
の
在
留
権
問
題
は
重
要
な
関

心
事
で
は
な
か
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
第
二
に
、
戦
前
か
ら
日
本
国
に
在
留
し
て
い
た
在
日
韓
国
．
朝

鮮
人
に
国
籍
選
択
権
を
与
え
な
か
っ
た
ゆ
え
、
か
れ
ら
の
既
得
権

と
し
て
の
日
本
国
で
の
永
住
を
拒
む
こ
と
が
で
き
な
い
。
さ
ら
に
、

道
義
的
に
そ
の
子
孫
の
永
住
を
も
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
よ

う
な
状
況
の
中
で
日
本
国
側
は
、
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
に
永
住
権

を
与
え
る
代
わ
り
に
、
退
去
強
制
に
関
し
て
は
、
韓
国
側
に
、
日

本
国
の
出
入
国
管
理
令
の
規
定
を
基
準
に
す
る
と
い
う
極
め
て
強

　
　
　
　
　
　
　
＾
2
宮
〕

い
立
場
で
臨
ん
で
い
た
。
つ
ま
り
、
在
日
韓
国
人
に
永
住
権
を
与

え
て
も
、
広
範
囲
の
退
去
強
制
の
規
定
が
適
用
で
き
れ
ば
、
そ
の

永
住
権
は
有
名
無
実
の
も
の
に
な
り
、
日
本
国
政
府
の
退
去
強
制

権
を
も
っ
て
在
日
韓
国
人
の
統
制
・
管
理
が
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
在
日
韓
国
人
の
子
孫
の
在
留
権
の
規
定
に
関

し
て
は
、
双
方
の
意
見
に
相
違
が
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
戦
前
か
ら

引
き
続
い
て
日
本
国
で
居
住
す
る
在
日
韓
国
人
と
そ
の
子
（
子

孫
）
が
日
本
国
で
の
永
住
を
望
む
場
合
、
．
手
続
き
だ
け
で
永
住
権

を
認
め
る
こ
と
は
合
意
に
達
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
か
く
し
て
、
在
日
韓
国
人
の
在
留
権
の
ほ
か
、
他
の
諸
問
題
に

お
い
て
も
双
方
の
意
見
が
近
寄
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
法
的
地
位
委

員
会
で
は
「
在
日
韓
風
人
の
国
籍
及
び
処
過
に
関
す
る
協
定
案

　
　
　
　
　
　
　
　
＾
窒

（
一
九
五
二
年
四
月
一
日
）
」
ま
で
つ
く
ら
れ
た
。

　
し
か
し
、
各
議
題
に
関
す
る
他
の
委
員
会
で
の
双
方
の
見
解
が

顕
著
に
異
な
り
、
特
に
請
求
権
問
題
に
お
い
て
日
本
国
側
が
在
韓

日
本
財
産
に
対
す
る
講
求
権
を
主
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
会
談
は

50
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＾
3
①
〕

一
九
五
二
年
四
月
決
裂
し
て
し
ま
っ
た
。
　
　
．

　
在
日
韓
国
人
の
退
去
強
制
問
題
と
圓
本
国
側
の
態
度
の
変
化

　
そ
の
後
、
日
本
国
は
一
九
五
二
年
四
月
二
八
日
、
平
和
条
約
の

発
効
と
と
も
に
国
際
社
会
に
復
帰
し
た
。
日
本
国
政
府
は
平
和
条

約
の
発
効
と
と
も
に
、
当
時
ま
で
、
場
合
に
よ
っ
て
は
日
本
人
、

場
合
に
よ
っ
て
は
「
朝
鮮
人
」
と
使
い
分
け
て
い
た
在
日
韓
国
・

　
　
　
　
　
　
　
　
＾
肌
）

朝
鮮
人
の
国
籍
に
対
し
て
、
「
第
2
条
㈹
日
本
国
は
、
朝
鮮
の
独

立
を
承
認
し
て
、
済
州
島
、
巨
文
島
及
ぴ
欝
陵
島
を
含
む
朝
鮮
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
翁
）

対
す
る
す
べ
て
の
権
利
、
権
隈
及
び
講
求
権
を
放
棄
す
る
」
と
い

う
平
和
条
約
の
規
定
を
根
拠
に
、
法
務
府
氏
事
局
長
の
通
達
を
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
轟
〕

っ
て
、
一
方
的
に
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
の
日
本
国
籍
を
剥
奪
し
た
。

そ
の
結
果
、
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
は
、
外
国
人
の
地
位
に
お
か
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
日
本
国
政
府
は
、
終
戦
前

か
ら
引
き
続
き
在
留
す
る
朝
鮮
人
・
台
湾
人
と
の
平
和
条
約
発
効

日
ま
で
出
生
し
た
そ
れ
ら
の
子
に
対
し
て
は
、
法
律
二
一
六
号
を

公
布
し
、
別
に
法
律
で
定
め
る
ま
で
（
例
え
ぱ
、
韓
日
会
談
に
よ

り
そ
の
法
的
地
位
が
決
ま
る
ま
で
）
の
間
は
、
在
留
資
格
を
有
す

る
こ
と
な
く
、
引
き
続
き
在
留
が
で
き
る
よ
う
に
措
置
を
取
ウ
た

　
　
＾
3
4
〕

の
で
あ
る
。
日
本
国
政
府
と
し
て
は
、
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
を
一

方
的
に
外
国
人
の
地
位
に
お
い
た
と
は
い
え
、
在
日
韓
国
・
朝
鮮

人
と
台
湾
人
の
歴
史
的
な
背
景
を
無
視
し
て
、
一
般
外
国
人
の
地

位
に
お
く
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
対
日
平
和
条
約
発
効
後
に
お
い
て
も
、
漁
業
問
題
や
「
独
島
」

（
日
本
名
は
「
竹
島
」
）
間
題
そ
し
て
在
日
韓
国
人
の
強
制
送
還
問

題
な
ど
に
よ
り
、
相
変
わ
ら
ず
険
悪
な
雰
囲
気
に
包
ま
れ
て
い
た
・

韓
日
関
係
を
懸
念
し
て
い
た
米
国
政
府
は
、
翌
一
九
五
三
年
一
月

一
五
日
イ
・
ス
ン
マ
ン
（
李
承
晩
）
大
統
領
を
マ
ー
ク
・
ク
ラ
ー

ク
連
合
軍
司
令
官
の
招
待
で
日
本
国
に
招
き
、
吉
田
首
相
と
の
会

談
を
伸
介
し
た
。
そ
の
結
果
一
九
五
三
年
四
月
一
五
日
か
ら
第
二

次
韓
日
会
談
（
宅
3
一
阜
＼
ご
～
N
＼
畠
）
が
、
キ
ム
・
ヨ
ン
シ
ク

（
金
溶
植
）
駐
日
公
使
と
久
保
田
貫
一
郎
外
務
省
参
与
が
首
席
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
泰
）

表
に
な
っ
て
、
再
開
さ
れ
た
。

　
し
か
し
、
第
二
次
韓
日
会
談
で
の
法
的
地
位
委
員
会
（
首
席
委

員
は
ホ
ン
・
ジ
ン
キ
〔
洪
離
基
〕
法
務
部
法
務
局
長
と
鶴
岡
千
仮

法
務
省
入
国
管
理
局
次
長
）
で
の
議
論
は
、
主
に
退
去
強
制
を
め

ぐ
っ
て
の
双
方
の
主
張
が
交
わ
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
平
和
条
約
発

効
後
“
韓
国
側
が
、
従
前
ま
で
受
け
取
っ
て
い
た
日
本
国
か
ら
の

強
制
送
還
者
（
不
法
入
国
や
犯
罪
者
な
ど
）
の
中
、
戦
前
か
ら
の

在
留
者
に
対
し
て
、
法
的
地
位
が
不
確
定
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
脆
）

そ
の
受
取
を
拒
否
し
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
六
次
に

ω
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わ
た
っ
て
開
か
れ
た
法
的
地
位
委
員
会
で
は
、
自
然
に
在
日
韓
国

人
の
退
去
強
制
問
題
が
協
議
の
焦
点
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の

結
果
、
在
日
韓
国
人
の
在
留
権
に
関
す
る
議
論
は
あ
ま
り
行
わ
れ

な
か
っ
た
。
、
そ
の
中
で
、
日
本
国
側
は
、
「
ω
前
科
者
に
対
し
て

は
原
則
的
に
日
本
社
会
で
は
居
住
で
き
な
い
趣
旨
下
で
、
一
定
期

間
に
限
っ
て
居
住
を
許
可
し
、
そ
の
品
行
の
状
態
を
み
て
居
住
期

間
の
延
長
を
認
め
る
こ
と
と
し
、
ま
た
、
②
未
成
年
者
に
対
し
て

は
、
と
り
あ
え
ず
年
限
を
設
定
し
て
そ
の
屠
住
を
許
可
し
、
成
年

以
後
に
お
い
て
付
与
さ
れ
る
居
住
上
の
地
位
に
関
し
て
は
、
日
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
諏
）

国
政
府
の
一
方
的
判
断
に
よ
っ
て
そ
れ
を
決
定
し
た
い
」
と
い
う

第
一
次
韓
日
会
談
の
時
と
は
完
全
に
異
な
る
提
案
を
し
た
の
で
あ

る
。　

こ
の
よ
う
な
提
案
は
、
第
一
次
韓
日
会
談
の
と
き
両
国
の
間
で

成
立
し
た
協
定
案
よ
り
も
む
し
ろ
制
隈
を
お
く
も
の
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
第
一
次
韓
日
会
談
の
と
き
は
、
永
住
を
望
む
在
日
韓
国
人

に
は
永
住
権
を
与
え
、
協
定
発
効
後
、
犯
罪
者
や
貧
困
者
に
退
去

強
制
の
規
定
を
適
用
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
、
し
か
し
、
本
会
談

で
の
日
本
国
側
の
捷
案
は
、
前
科
者
で
あ
れ
戦
前
か
ら
の
居
住
者

と
し
て
の
既
得
権
で
あ
る
在
留
権
を
制
限
す
る
ど
こ
ろ
か
、
日
本

国
生
ま
れ
の
在
日
韓
国
人
の
在
留
権
を
日
本
国
政
府
が
一
方
的
に

決
め
る
と
い
う
独
断
的
な
も
の
を
さ
ら
に
付
け
加
え
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
強
硬
な
態
度
で
望
ん
だ
理
由
は
、
ま
ず
、
韓
半
島

（
朝
鮮
半
島
）
に
お
け
る
情
勢
不
安
が
長
引
く
こ
と
に
よ
っ
て
当

時
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
の
祖
国
へ
の
帰
還
の
傾
向
が
余
り
見
ら
れ

な
い
状
況
の
中
で
、
当
然
そ
の
子
孫
の
問
題
が
、
重
要
関
心
事
と

し
て
浮
か
ぴ
上
が
っ
て
き
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
在
日
韓
国
・

朝
鮮
人
の
祖
国
へ
の
送
還
を
基
本
政
策
と
し
て
い
た
日
本
国
政
府

の
立
場
か
ら
見
た
と
き
、
そ
の
子
孫
に
な
ん
の
審
査
も
し
な
い
で

手
続
き
だ
け
で
永
住
権
を
与
え
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で

あ
ろ
う
。
次
は
、
韓
国
側
が
退
去
強
制
者
の
う
ち
戦
前
か
ら
の
在

留
権
を
受
け
い
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
対
す
る
反
発
と
み
る
こ
と
が

で
き
る
。
つ
ま
り
、
韓
国
側
が
、
在
日
韓
国
人
の
退
去
強
制
に
協

カ
で
さ
な
い
な
ら
、
在
日
韓
国
人
の
永
住
権
の
付
与
に
制
限
を
加

え
る
と
い
う
日
本
国
側
の
立
場
の
表
明
と
し
て
の
性
格
を
も
っ
て

い
た
。
第
一
次
韓
日
会
談
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
日
本
国
側
は
永

住
権
の
付
与
と
退
去
強
制
を
表
裏
一
帯
の
も
の
と
し
て
韓
国
側
に

主
張
し
た
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
主
張
は
ま
さ
に
、
韓
日
会
談

の
最
後
ま
で
一
貫
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
日
本
国
側
の
強
硬
な
態
度
に
対
し
て
韓
国
側
は
・
日
本
国
側
の

提
案
は
、
い
ま
か
ら
新
た
に
永
住
を
許
可
す
る
の
で
は
な
く
過
去

欄
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か
ら
日
本
国
で
在
留
し
て
い
た
韓
国
人
の
永
住
権
を
確
認
す
る
と

い
う
基
本
趣
旨
か
ら
離
れ
て
い
る
こ
と
を
取
り
上
げ
、
日
本
国
側

が
韓
日
協
定
成
立
前
の
前
科
者
に
も
在
留
権
の
制
隈
を
し
よ
う
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
蝸
）

し
た
の
に
対
し
て
反
対
し
た
。
そ
し
て
、
「
真
正
な
悪
質
分
子
」

に
対
し
て
は
、
む
し
ろ
韓
国
側
が
そ
の
退
去
を
要
求
す
る
か
ら
、

前
科
者
を
含
め
て
す
べ
て
の
在
日
韓
国
人
に
対
し
て
一
偉
的
に
永

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
3
9
〕

住
権
を
付
与
す
る
よ
う
、
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

　
第
二
次
韓
日
会
談
は
、
全
般
的
に
第
一
次
韓
日
会
談
よ
り
進
展

が
あ
っ
た
も
の
の
、
具
体
的
な
討
議
に
は
入
る
こ
と
が
で
き
ず
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
仙
〕

一
九
五
三
年
七
月
二
四
日
に
無
期
隈
休
会
に
は
い
る
。

　
そ
の
よ
う
な
次
況
の
中
で
、
韓
国
の
主
張
す
る
「
平
和
線
」

（
「
李
ラ
イ
ン
」
）
を
犯
し
た
日
本
人
漁
夫
と
漁
船
が
韓
国
の
警
備

船
に
よ
っ
て
だ
捕
さ
れ
る
数
が
増
え
続
け
た
。
そ
こ
で
日
本
国
側

が
会
談
を
提
起
し
、
一
九
五
三
年
一
〇
月
六
日
か
ら
東
京
で
、
金

溶
植
と
久
保
田
貫
一
郎
を
首
席
代
表
に
第
三
次
韓
日
会
談
（
宅
童

旨
＼
ひ
～
H
o
＼
旨
）
が
開
催
さ
れ
る
。
同
会
談
で
は
平
和
線
間
題

と
財
産
講
求
権
問
題
な
ど
が
主
に
討
議
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
い

　
　
　
　
　
　
　
＾
仙
〕

わ
ゆ
る
「
久
保
田
発
言
」
で
、
会
談
開
催
か
ら
わ
ず
か
二
週
間
の

一
〇
月
二
一
日
か
ら
、
韓
日
会
談
は
完
金
決
裂
状
態
に
陥
っ
て
し

　
　
　
　
　
＾
仰
〕

ま
っ
た
の
で
あ
る
。
法
的
地
位
に
関
す
る
協
議
も
過
去
の
協
議
内

容
を
確
認
す
る
だ
け
で
、
終
わ
っ
た
。

　
「
在
圓
韓
人
」
の
範
囲
と
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
の
北
送
間
題

　
久
保
田
発
言
に
よ
り
、
両
国
の
関
係
は
完
全
に
冷
却
し
、
会
談

再
開
の
た
め
様
々
な
試
み
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
再
開
ま
で
辿

り
着
く
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
間
、
韓
国
側
に
よ
る
平
和

線
を
犯
し
た
日
本
漁
船
と
漁
夫
の
傘
捕
と
、
日
本
国
側
に
よ
る
犬

　
　
　
＾
珊
）

村
収
容
所
の
退
去
強
制
対
象
の
抑
留
韓
国
人
の
数
が
増
え
続
け
た
。

そ
れ
ら
の
間
題
を
解
決
す
る
た
め
、
両
国
は
会
談
再
開
の
た
め
接

触
を
重
ね
た
結
果
、
第
三
次
韓
日
会
談
が
決
裂
し
て
か
ら
五
年
近

く
の
年
月
が
た
っ
た
一
九
五
八
年
四
月
一
五
日
か
ら
東
京
で
第
四

次
韓
日
会
談
（
6
富
一
、
阜
＼
饒
～
－
ま
9
阜
＼
ご
）
が
、
イ
ム
・
ビ

冒
ン
ジ
ク
（
林
柄
稜
）
国
連
代
表
都
大
使
（
の
ち
に
ホ
・
ジ
ォ
ン

〔
許
政
〕
元
国
務
総
理
代
理
）
と
沢
田
廉
三
外
務
省
顧
問
を
首
席

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
仙
）

代
表
と
し
て
開
催
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
第
四
次
韓
日
会
談
に
お
け
る
法
的
地
位
委
員
会
（
韓
国
側
首
席

員
一
ユ
ニ
ア
ハ
柳
泰
夏
駐
日
代
表
部
公
使
↓
チ
ェ
・
キ
ュ
ハ
崔
圭

夏
駐
日
代
表
都
参
事
官
↓
柳
鎮
午
、
日
本
国
側
一
勝
野
や
す
す
け

↓
平
賀
健
太
法
務
省
民
事
局
長
心
得
）
は
、
一
九
五
八
年
二
一
月

二
〇
日
年
末
休
会
に
は
い
る
前
に
一
五
回
、
一
九
五
九
年
八
月
一

二
日
会
談
の
再
開
か
ら
第
四
次
会
談
の
中
止
ま
で
七
回
開
催
さ
れ

鵬
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た
。　

第
四
次
韓
日
会
談
に
臨
ん
で
、
日
本
国
側
は
法
的
地
位
委
貝
会

の
協
議
の
対
象
に
な
る
「
在
日
韓
人
」
と
い
う
の
は
、
第
二
次
世

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
蝸
）

界
大
戦
の
終
了
前
か
ら
日
本
国
に
住
み
続
け
て
き
た
韓
国
人
で
、

終
戦
の
時
ま
で
日
本
国
籍
を
も
っ
て
い
た
か
れ
ら
の
法
的
地
位
と
、

終
戦
後
に
生
ま
れ
た
在
日
韓
国
人
の
子
孫
の
法
的
地
位
は
異
な
る

　
　
　
嘉
）

も
の
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
た
。
つ
ま
り
、
日
本
国
側
は
、
終
戦

当
時
ま
で
日
本
国
籍
を
も
っ
て
い
た
在
日
韓
国
人
に
だ
け
特
別
な

法
的
措
置
が
あ
た
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
子
孫
の
間
魑

は
別
で
あ
る
こ
と
を
、
今
ま
で
と
は
違
っ
て
明
確
に
打
ち
出
し
た

の
で
あ
る
。
日
本
国
側
の
こ
の
よ
う
な
態
度
は
、
在
日
韓
国
人
の

子
孫
の
問
題
が
、
韓
日
双
方
の
重
要
な
議
題
に
な
り
つ
つ
あ
る
こ

と
を
意
味
し
て
い
る
。

　
そ
れ
に
対
し
て
、
韓
国
側
は
法
的
地
位
委
員
会
第
九
次
会
議
で

在
日
韓
国
人
の
法
的
地
位
と
処
遇
に
関
す
る
協
定
草
案
を
日
本
国

側
に
提
出
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
永
住
権
問
題
に
対
す
る

骨
子
を
見
る
と

　
「
二
　
『
在
日
韓
人
』
と
い
う
の
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
終
結
以

　
　
前
か
ら
同
協
定
発
効
ま
で
引
き
続
き
日
本
に
居
住
す
る
韓
国

　
　
人
と
彼
等
の
子
孫
を
意
味
す
る
こ
と
。

　
三
　
同
協
定
発
効
以
後
二
年
以
内
に
永
住
権
を
申
請
す
る
韓

　
　
人
に
対
し
て
は
、
日
本
国
政
府
は
な
ん
ら
の
審
判
も
せ
ず
、

　
　
ま
た
手
数
料
も
受
け
ず
無
条
件
で
永
住
権
を
付
与
す
る
こ

　
＾
〃
）

　
　
と
L

と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
韓
国
側
の
草
案
で
注
目
す
ぺ
き
こ

と
は
、
そ
の
「
子
孫
」
も
「
在
日
韓
人
」
の
範
囲
に
入
り
、
そ
の

「
子
孫
」
に
も
当
然
、
永
住
権
を
付
与
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ

と
を
規
定
し
て
い
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
日
本
国
側
は
「
在
日
韓
国
人
の
特
殊
な
地
位
や

処
遇
を
考
慮
す
る
理
由
は
、
終
戦
の
結
果
、
特
殊
な
事
情
に
よ
っ

て
国
籍
が
変
わ
ら
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
彼
ら
に
救
済
措
置
（
富
・
邑

冒
8
豊
冨
）
の
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
」
と
述
べ
、
「
在
日
韓

国
人
の
子
孫
に
は
彼
等
と
同
様
の
地
位
と
処
遇
を
与
え
る
何
ら
特

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
姻
）

別
な
理
由
（
竃
｝
潟
ま
昌
－
彗
冨
竃
9
）
も
存
在
し
な
い
」
と
主

張
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
「
子
孫
」
は
条
約
文
か
ら
消
す
べ
き
で

（
珊
）

あ
る
と
韓
国
側
に
見
解
を
述
べ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
主
張
に
対
し
て
韓
国
側
は
、
在
日
韓
国
人
の
特
殊

な
歴
史
的
背
景
か
ら
み
た
と
き
、
在
日
韓
国
人
の
現
在
の
苦
境
と

貧
困
の
責
佳
は
確
か
に
日
本
国
に
あ
る
か
ら
、
在
日
韓
国
人
に
特

殊
な
処
遇
を
す
る
の
は
「
救
済
措
置
」
が
必
要
で
あ
る
か
ら
で
は

〃
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な
く
て
、
そ
れ
は
日
本
国
の
在
日
韓
国
人
に
対
す
る
遣
義
的
賛
任

で
あ
り
、
も
し
在
日
韓
国
人
に
永
住
権
が
与
え
ら
れ
た
場
合
、
戦

前
か
ら
の
在
日
韓
国
人
よ
り
も
、
生
ま
れ
た
と
き
か
ら
母
国
と
関

係
を
持
っ
て
い
な
い
在
日
韓
国
人
子
孫
は
、
地
縁
中
心
的
に
み
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
5
0
〕

ぱ
日
本
国
籍
が
与
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
っ
て
、
在
日
韓
国

人
の
子
孫
に
対
し
て
も
永
住
権
を
与
え
る
ぺ
き
で
あ
る
こ
と
を
強

く
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
在
日
韓
国
人
の
子
孫
の
永
住
権
に
対
す
る
双

方
の
見
解
は
、
完
全
に
対
立
し
て
い
た
。
そ
の
対
立
は
、
後
述
す

る
よ
う
に
、
ま
さ
に
本
会
議
に
臨
む
双
方
の
基
本
姿
勢
の
相
克
に

起
因
す
る
．
も
の
で
あ
っ
た
。

　
上
記
の
よ
う
に
、
法
的
地
位
委
員
会
は
も
ち
ろ
ん
、
他
の
委
員

会
に
お
い
て
も
協
議
の
進
展
が
あ
ま
り
見
ら
れ
ず
双
方
の
意
見
対

立
の
ま
ま
、
会
談
は
一
九
五
八
年
二
一
月
二
〇
日
か
ら
無
期
限
の

　
　
　
　
　
　
＾
帥
）

年
末
休
会
に
入
っ
た
。

　
翌
年
の
一
九
五
九
年
初
め
、
日
本
国
政
府
は
北
朝
鮮
（
朝
鮮
民

主
主
義
人
民
共
和
国
）
が
要
求
し
て
い
た
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
の

北
朝
鮮
へ
の
帰
還
・
送
還
（
以
下
・
北
送
と
略
す
）
を
決
定
し
、

同
年
八
月
一
一
日
イ
ン
ド
の
カ
ル
カ
ヅ
タ
に
お
い
て
「
日
本
赤
十

字
社
と
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
赤
十
字
会
と
の
間
に
お
け
る

在
日
朝
鮮
人
の
帰
遺
に
関
す
る
協
定
L
に
調
印
し
た
。
日
本
国
政

府
が
北
朝
鮮
と
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
の
北
送
交
渉
を
始
め
て
か
ら
、

韓
国
政
府
は
会
談
開
催
を
拒
否
し
な
が
ら
日
本
国
政
府
に
在
日
韓

国
．
朝
鮮
人
の
北
送
を
中
止
す
る
よ
う
求
め
た
の
で
あ
る
が
、
日

本
国
政
府
は
「
居
住
地
選
択
の
自
由
」
と
い
う
「
人
遣
的
な
立
場
」

　
、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
望

を
カ
カ
げ
て
北
送
計
画
を
そ
の
ま
ま
推
進
し
た
。
や
む
な
く
、
韓

国
政
府
は
韓
日
会
談
を
通
じ
て
北
送
間
趨
を
解
決
し
よ
う
と
い
う

意
図
で
会
談
再
開
を
提
起
し
、
一
九
五
九
年
八
月
十
二
日
に
会
談

　
　
　
　
　
（
珊
〕

は
再
開
さ
れ
た
。

　
韓
日
関
係
が
極
め
て
険
悪
な
雰
囲
気
の
中
で
、
法
的
地
位
委
員

会
で
は
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
の
韓
国
へ
の
帰
還
間
題
が
主
な
焦
息

と
な
っ
た
。
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
の
北
送
へ
の
対
応
策
を
計
り
た

い
韓
国
側
の
意
図
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
在
日
韓
国
．
朝
鮮
人
の
北
送
周
題
で
焦
り
を
見
せ
る
韓
国
側
に

対
し
て
、
日
本
国
側
は
、
休
会
に
入
る
前
に
双
方
に
よ
っ
て
対
立

し
て
い
た
在
日
韓
国
人
の
在
留
権
問
趨
を
解
決
す
る
た
め
、
双
方

の
意
見
を
明
確
に
す
べ
く
、
ま
ず
在
日
韓
国
人
の
範
囲
、
と
く
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
弘
〕

そ
の
子
孫
の
具
体
的
定
義
を
韓
国
側
に
要
求
し
た
。

　
し
か
し
、
韓
国
側
は
、
在
日
韓
国
人
の
子
孫
に
も
永
住
権
が
与

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
砧
〕

え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
従
来
の
主
張
を
繰
り
返
し
、
「
直

励
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＾
雪

系
卑
属
を
子
孫
の
範
囲
に
す
る
の
が
適
当
な
案
で
あ
る
」
と
い
う
、

そ
れ
以
上
の
具
体
的
な
見
解
を
表
明
し
な
か
っ
た
。

　
そ
れ
に
対
し
て
日
本
国
側
は
「
そ
の
『
子
孫
』
の
範
囲
は
日
本

で
生
ま
れ
て
か
ら
継
続
し
て
日
本
国
で
在
留
す
る
直
系
卑
属
に
隈

ら
れ
る
と
考
え
る
。
…
さ
ら
に
、
か
れ
ら
は
韓
人
定
住
者
の
父
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
帥
）

嫡
出
子
（
一
晶
き
冒
単
Φ
ぎ
屋
）
で
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
」
と
い
う

子
孫
の
範
囲
に
対
す
る
日
本
国
側
の
意
見
を
出
し
な
が
ら
、
韓
国

側
に
繰
り
返
し
て
見
解
を
求
め
た
の
で
あ
る
が
、
在
日
韓
国
．
朝

鮮
人
の
北
朝
鮮
へ
の
送
還
問
題
に
気
を
取
ら
れ
て
い
た
韓
国
側
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
駆
）

そ
の
回
答
を
延
ば
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
在
日
韓
国
・
朝
鮮

人
の
北
送
間
題
に
対
す
。
る
韓
国
政
府
の
焦
り
に
よ
る
も
の
で
あ
っ

た
。
無
策
の
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
政
策
に
対
す
る
激
し
い
批
判
が

国
内
で
沸
騰
す
る
中
で
、
ど
う
に
か
、
北
送
を
阻
止
で
き
る
よ
う

な
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
対
抗
で
き
る
よ
う
な
糸
口
を
見
い
だ
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
朋
）

い
の
が
、
韓
国
側
の
願
い
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
韓

国
側
は
、
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
の
北
送
を
阻
止
す
る
た
め
在
日
韓

国
・
朝
鮮
人
の
集
団
帰
還
と
彼
等
に
対
す
る
日
本
国
政
府
の
補
償

金
問
題
を
め
ぐ
っ
て
意
見
を
交
換
し
た
の
で
あ
る
が
結
局
失
敗
に

　
　
　
＾
6
0
）

終
わ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
、
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
の
北
送
が
確
実
視

さ
れ
る
状
況
の
中
で
、
第
四
次
韓
日
会
談
は
、
一
九
五
九
年
一
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
6
1
〕

月
一
一
日
の
会
談
を
最
後
に
中
断
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

　
そ
の
後
、
米
国
の
伸
介
に
よ
っ
て
一
九
六
〇
年
四
月
一
五
日
、

会
談
が
再
開
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
四
月
一
九
日
、
韓
国
の
学
生

運
動
に
よ
っ
て
李
承
晩
政
権
が
倒
れ
る
に
及
ぴ
、
会
談
は
ま
た
中

止
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
（
1
）
　
韓
日
協
定
の
対
象
と
な
る
日
本
在
住
の
韓
国
籍
の
者
は
在
目
韓

　
　
国
人
と
表
記
し
、
韓
国
籍
、
朝
鮮
籍
を
合
め
て
表
す
と
き
は
在
目
韓

　
　
国
・
朝
鮮
人
と
表
記
す
る
。
さ
ら
に
、
「
在
目
韓
橋
」
、
「
在
日
韓
人
」

　
　
と
い
う
名
称
も
出
て
く
る
の
で
あ
る
が
、
韓
圓
会
談
の
と
き
は
そ
の

　
　
用
語
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
引
用
の
と
き
は
そ
の
ま
ま
表
記
す
る
。

　
（
2
）
本
稿
で
は
、
「
一
九
六
五
年
韓
目
協
定
」
に
お
け
る
在
目
韓
国

　
　
人
を
表
す
と
き
は
漢
字
を
用
い
て
在
目
韓
国
人
一
、
二
、
三
世
と
表

　
　
記
し
、
一
般
的
な
広
い
意
味
と
し
て
在
目
韓
国
・
朝
鮮
人
を
表
す
と

　
　
き
は
、
算
用
数
字
を
用
い
て
在
目
韓
国
・
朝
鮮
人
1
，
2
，
3
世
と

　
　
表
記
す
る
。

　
（
3
）
　
鹿
島
研
究
所
編
『
日
本
外
交
主
要
文
書
・
年
表
ω
一
九
六
一
～

　
　
一
九
七
〇
』
（
原
書
房
、
一
九
八
四
年
）
、
五
九
六
頁
。

　
（
4
）
　
同
上
、
五
九
七
貫
。

　
（
5
）
　
在
日
韓
国
人
三
世
の
法
的
地
位
間
題
の
対
象
は
、
「
一
九
六
五

　
　
年
韓
目
協
定
」
に
よ
る
永
住
権
者
の
直
系
卑
属
の
者
な
の
で
、
韓
国

　
　
籍
の
者
だ
け
に
な
る
。
し
か
し
、
在
目
韓
国
人
三
世
の
催
的
地
位
は
、

　
　
今
後
「
朝
鮮
籍
」
の
者
に
も
影
響
を
与
え
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
（
6
）
　
『
朝
目
新
聞
』
（
一
九
九
〇
年
五
月
一
目
）
。
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（
ア
）
　
対
日
平
和
条
約
へ
向
け
て
の
目
米
を
中
心
と
し
た
各
国
の
交
渉

　
の
動
き
に
関
し
て
は
、
細
谷
千
博
『
サ
ン
7
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
へ
の

　
道
』
（
中
央
公
論
社
、
一
九
八
四
年
）
参
照
。

（
8
）
　
細
谷
千
博
（
同
上
書
、
二
二
五
頁
）
と
西
村
熊
雄
『
目
本
外
交

　
史
　
第
二
七
巻
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
』
（
鹿
島
研
究
所
出

　
版
会
、
一
九
七
一
年
、
一
一
四
頁
）
は
、
米
国
が
当
初
、
韓
国
側
の

　
要
求
も
あ
る
こ
と
か
ら
平
和
条
約
の
署
名
国
に
韓
国
を
入
れ
る
方
針

　
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
日
本
国
側
の
「
朝
鮮
は
平
和
条
約
の
発
効

　
に
よ
っ
て
独
立
を
回
復
す
る
も
の
で
あ
り
戦
争
関
係
に
も
な
い
こ
と
、

　
ま
た
、
連
合
国
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
ぱ
、
在
目
朝
鮮
人
は
連
合
国
人

　
の
地
位
を
取
得
す
る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
か
ら
生
ず
る
社
会
的
困
難

　
は
深
刻
で
あ
ろ
う
」
と
小
う
主
張
を
受
け
入
れ
る
二
と
に
よ
っ
て
、

　
緒
局
、
韓
国
は
平
和
条
約
の
署
名
国
に
な
れ
な
か
っ
た
と
い
う
見
方

　
を
示
し
て
い
る
。
圓
本
国
側
の
主
張
が
、
韓
国
が
平
和
条
約
の
署
名

　
国
に
な
れ
な
か
っ
た
璽
要
な
要
因
と
し
て
働
い
た
こ
と
は
十
分
考
え

　
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
。
か
く
し
て
、
か
つ
て
被
植
民
地
国
と
し
て
抑

　
圧
を
強
い
ら
れ
た
韓
国
の
立
場
よ
り
も
、
共
産
主
義
勢
カ
に
対
す
る

　
防
波
堤
の
役
割
を
果
た
す
日
本
の
立
場
を
優
先
し
た
と
み
る
こ
と
が

　
で
き
る
。

（
9
）
　
吉
沢
滴
次
郎
監
修
・
鹿
島
平
和
研
究
所
編
『
日
本
外
交
史
　
第

　
二
八
巻
　
講
和
後
の
外
交
（
1
）
対
列
国
関
係
（
上
）
』
（
鹿
島
研
究

　
出
版
会
、
一
九
七
三
年
）
、
三
三
～
三
九
頁
参
照
。

（
1
0
）
　
在
日
韓
国
人
問
題
は
、
韓
目
双
方
に
よ
っ
て
「
在
日
韓
橋
法
的

　
地
位
委
員
会
」
（
第
一
次
韓
目
会
談
）
と
い
う
委
員
会
が
構
成
さ
れ

　
協
議
さ
れ
始
め
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
名
称
は
そ
の
後
、
「
国
籍
及

　
処
遇
分
科
委
員
会
」
（
第
二
次
日
韓
会
談
）
、
「
在
日
韓
人
法
的
地
位

　
委
員
会
」
（
第
四
次
、
五
次
、
六
次
韓
目
会
談
）
な
ど
に
変
わ
っ
て

　
い
る
。
本
稿
で
は
「
法
的
地
位
委
員
会
」
と
統
一
し
て
表
記
す
る
。

（
1
1
）
　
。
犬
沼
保
昭
「
在
日
朝
鮮
人
の
法
的
地
位
に
関
す
る
一
考
察
（
一

　
～
六
）
」
（
『
法
挙
協
会
雑
誌
』
九
六
巻
三
号
～
九
七
巻
四
号
、
一
九

　
七
九
年
～
一
九
八
○
年
）
参
照
。
さ
ら
に
、
国
際
法
的
な
解
釈
を
借

　
り
る
ま
で
も
な
く
、
一
九
四
五
年
一
一
月
日
本
外
務
省
内
に
設
置
さ

　
れ
た
「
平
和
条
約
問
魑
研
究
幹
事
会
」
が
作
成
し
た
「
対
日
平
和
条

　
約
想
定
大
綱
」
に
お
い
て
も
、
在
日
韓
国
・
朝
鮮
に
国
籍
選
択
権
が

　
与
え
ら
れ
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
た
二
と
が
あ
る
し
、
国
会
で
も
議

　
論
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
日
本
政
府
は
、
そ
の
後
、
方
針
が
変
り
、

　
平
和
条
約
発
効
と
と
も
に
目
本
国
籍
の
剥
奪
と
い
う
一
方
的
な
措
置

　
を
と
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
政
治
的
経
路
を
経
て
、
そ
の

　
よ
う
な
描
置
を
取
る
よ
う
に
な
っ
た
か
に
つ
い
て
の
実
証
的
研
究
は
、

　
今
後
の
研
究
課
魑
で
も
あ
る
。
大
沼
保
昭
、
同
上
曹
、
九
七
巻
二
号
、

　
一
〇
八
～
一
一
〇
員
、
田
申
宏
「
不
条
理
な
在
日
朝
鮮
人
政
策
の
出

　
立
1
〃
日
本
国
籍
喪
失
”
の
諭
理
に
ひ
そ
む
も
の
－
」
（
『
季
刊
三
千

　
里
』
八
号
、
一
九
七
六
年
一
一
月
）
、
．
松
本
邦
彦
「
在
日
朝
鮮
人
の
日

　
本
国
籍
剥
奪
－
日
本
政
府
に
よ
る
平
和
条
約
対
策
研
究
の
検
討
－
」
。

　
（
『
法
学
』
、
東
北
大
学
法
挙
会
、
第
五
二
巻
第
四
号
、
一
九
八
八
年
）

　
参
照
。

（
1
2
）
　
第
二
次
在
日
韓
橋
法
的
地
位
分
科
委
員
会
（
一
九
五
一
年
一
〇

　
月
＝
二
日
）
経
過
報
告
（
韓
国
外
務
都
『
第
一
・
二
・
三
次
韓
日
会

卯
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談
　
在
日
法
的
地
位
間
題
委
員
会
会
議
録
』
）
一
〇
～
二
二
頁
。

（
1
3
）
　
第
三
次
在
目
韓
橋
法
的
地
位
分
科
委
員
会
（
一
九
五
一
年
一
一

　
月
二
日
）
経
過
報
皆
、
同
上
費
料
、
二
三
～
二
四
頁
。

　
　
韓
日
双
方
は
・
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
の
韓
国
籍
へ
の
回
復
と
い
う

　
こ
と
に
は
意
見
が
一
致
し
て
い
た
も
の
の
・
そ
の
時
点
を
め
ぐ
っ
て

　
対
立
し
た
。
つ
ま
り
、
目
本
国
側
は
、
平
和
条
約
発
効
に
よ
っ
て
韓

　
国
籍
に
回
復
し
た
と
主
張
し
た
の
で
あ
り
、
韓
国
側
は
、
韓
国
の
政

　
府
樹
立
に
よ
っ
て
回
復
し
た
と
主
張
し
た
。
結
局
、
第
一
次
韓
日
会

　
談
で
は
、
そ
の
時
点
に
対
し
て
双
方
は
合
意
に
達
す
る
こ
と
が
で
き

　
ず
、
一
方
が
他
方
の
法
的
措
置
を
認
め
る
こ
と
で
決
着
を
み
、
そ
の

　
「
時
点
」
は
協
定
文
に
い
れ
な
い
こ
と
に
し
た
。

　
「
在
目
韓
人
の
国
籍
及
ぴ
処
遇
に
関
す
る
協
定
案
（
一
九
五
二
・
四
・

　
一
）

　
　
第
二
条
　
一
　
犬
韓
昆
国
は
・
在
日
韓
人
が
犬
韓
民
国
国
民
で
あ

　
　
　
　
　
　
る
こ
と
を
確
認
す
る

　
　
　
　
　
二
　
犬
韓
民
国
及
ぴ
目
本
国
は
・
こ
の
協
定
の
効
カ
発

　
　
　
　
　
　
生
圓
に
至
る
ま
で
の
あ
る
時
期
に
お
け
る
韓
人
及
ぴ

　
　
　
　
　
　
圓
本
人
相
互
に
亘
る
身
分
関
係
に
関
し
、
あ
る
一
方

　
　
　
　
　
　
の
当
事
国
の
法
令
に
適
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
す
で

　
　
　
　
　
　
に
発
生
し
た
効
カ
を
認
め
る
」
同
上
資
料
・
四
一
四
頁
。

　
ち
な
み
に
、
「
一
九
六
五
年
韓
日
協
定
」
に
は
、
在
目
韓
国
人
の

　
国
籍
に
関
す
る
規
定
は
な
い
。

（
1
4
）
　
第
四
次
在
日
韓
橋
法
的
地
位
分
科
委
員
会
（
一
九
五
一
年
一
一

　
月
七
日
）
経
過
報
舎
同
上
資
料
・
五
二
員
。

（
1
5
）
　
同
上
資
料
、
五
三
～
五
五
頁
。

（
1
6
）
　
犬
沼
保
昭
「
在
目
靭
鮮
人
の
法
的
地
位
に
関
す
る
一
考
察
（
四
）
」

　
（
『
法
挙
協
会
薙
誌
』
九
七
巻
二
号
）
、
一
〇
〇
～
一
〇
二
頁
。

（
〃
）
　
森
田
芳
夫
『
在
目
朝
鮮
人
処
遇
の
推
移
と
現
状
』
（
湖
北
社
・

　
一
九
七
五
年
一
原
本
は
「
法
務
研
究
報
告
書
」
第
四
三
築
三
号
、
一

　
九
五
五
年
一
〇
月
）
、
二
一
四
貢
。
。

（
1
8
）
　
朴
在
一
『
在
日
朝
鮮
人
に
関
す
る
総
合
調
壷
研
究
』
（
新
紀
元

　
社
、
一
九
五
七
年
）
　
一
五
七
～
一
五
九
員
、
佐
藤
勝
己
「
日
本
政

　
府
・
日
本
人
の
靭
鮮
観
－
戦
後
の
見
取
り
図
1
」
（
『
朝
鮮
研
究
』
一

　
九
五
号
、
一
九
七
九
年
一
一
月
）
・
四
～
七
頁
。

（
1
9
）
　
一
九
四
六
年
八
月
一
七
日
、
進
歩
党
の
稚
熊
三
郎
衆
議
院
議
員

　
の
国
会
で
の
次
の
よ
う
な
発
言
は
、
当
時
の
日
本
人
の
在
日
韓
国
人

　
に
対
す
る
認
識
を
う
か
が
わ
せ
る
代
表
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
「
終
戦
ノ
瞬
間
マ
デ
、
同
胞
ト
シ
テ
、
共
二
此
ノ
国
ノ
秩
序
ノ
下

　
二
生
活
シ
テ
居
ツ
タ
者
ガ
、
直
チ
ニ
変
ツ
テ
恰
モ
戦
勝
国
民
ノ
如

　
ク
・
而
モ
勝
手
二
鉄
道
ナ
ド
ニ
専
用
車
ナ
ド
ト
云
フ
貼
紙
ヲ
附
シ

　
タ
リ
、
或
ハ
他
ノ
目
本
人
ノ
乗
客
を
軽
蔑
圧
迫
シ
、
見
ル
ニ
堪
ヘ

　
ザ
ル
凶
暴
ナ
ル
振
舞
ヲ
以
テ
凡
ユ
ル
悪
虜
行
動
二
出
デ
テ
居
ル
ト

　
云
フ
事
実
ハ
、
全
ク
驚
ク
ベ
キ
モ
ノ
ガ
ゴ
ザ
イ
マ
ス
（
抽
手
）
諸

　
君
、
此
ノ
朝
鮮
人
、
台
湾
人
等
の
最
近
マ
デ
ノ
見
ル
ニ
堪
ヘ
ザ
ル

　
此
ノ
行
動
ハ
、
敗
戦
ノ
苦
シ
ミ
ニ
喘
ギ
来
ツ
タ
我
等
二
取
リ
マ
シ

　
テ
ハ
、
正
二
全
身
ノ
血
液
ガ
逆
流
ス
ル
ノ
感
憎
ヲ
持
ツ
ノ
デ
ア
リ

　
マ
ス
（
拍
手
）
」

（
「
第
九
〇
回
帝
国
議
会
衆
議
院
議
事
速
記
録
第
三
〇
号
」
、
官
報

鯛
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号
外
　
昭
和
二
一
年
八
月
一
八
日
一
『
帝
国
議
会
衆
議
院
議
事
遠
記

　
録
八
二
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
五
年
、
四
五
三
頁
）
。

　
　
さ
ら
に
、
当
時
の
新
聞
の
論
調
に
関
し
て
は
、
「
戦
後
の
新
聞
に

　
み
る
『
朝
鮮
人
』
」
（
『
季
刊
　
三
千
里
』
二
五
号
、
一
九
八
一
年
二

　
月
）
参
照
。

（
2
0
）
　
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ワ
グ
ナ
ー
著
、
外
務
省
ア
ジ
ァ
局
北
東
ア
ジ
ァ

　
課
訳
『
日
本
に
お
け
る
朝
鮮
少
数
民
族
　
岩
塞
舟
～
－
温
o
年
』
（
本

　
書
は
、
向
α
老
害
o
峯
．
老
晶
篶
■
§
軸
き
ミ
§
ミ
ぎ
o
ミ
“
k
ぎ

　
旨
、
§
．
さ
き
－
；
ミ
L
湯
－
を
外
務
省
が
内
部
資
料
と
し
て
、
ε
豊

　
年
に
訳
し
た
も
の
で
あ
る
）
、
八
三
～
八
五
頁
。

　
　
「
註
1
8
」
の
権
熊
三
郎
議
員
の
発
冒
も
そ
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。

（
2
1
）
第
二
一
次
在
日
韓
橋
法
的
地
位
分
科
委
員
会
（
一
九
五
一
年
一

　
一
月
三
〇
目
）
経
過
報
告
、
同
上
資
料
、
　
二
一
九
頁
。

（
2
2
）
　
第
一
八
次
在
日
韓
橋
法
的
地
位
分
科
委
員
会
（
一
九
五
一
年
一

　
二
月
一
八
目
）
経
過
報
告
、
同
上
資
料
、
二
一
六
頁
。

（
2
3
）
　
同
上
資
料
、
二
二
二
～
二
二
三
員
。

（
2
4
）
第
二
二
次
在
日
韓
橋
法
的
地
位
分
科
委
員
会
（
一
九
五
二
年
一

　
月
一
六
日
）
経
過
報
告
、
同
上
賞
料
、
二
五
一
買
。

（
2
5
）
　
同
上
資
料
、
二
五
七
頁
。

（
2
6
）
　
第
三
六
次
在
日
韓
橋
法
的
地
位
分
科
委
員
会
（
一
九
五
二
年
四

　
月
一
日
）
経
過
報
告
、
同
上
資
料
、
四
二
二
：
四
一
四
員
。

　
「
在
日
韓
人
の
国
籍
及
ぴ
処
遇
に
関
す
る
協
定
案
（
一
九
五
二
・
四
・

　
一
）

　
　
　
第
一
条
こ
の
協
定
に
お
い
て
在
目
韓
人
と
い
う
の
は
、
太
平

　
　
　
　
　
　
洋
戦
争
の
戦
闘
が
終
始
さ
れ
た
日
以
前
か
ら
引
き
続
き

　
　
　
　
　
　
同
本
国
に
住
所
を
も
っ
て
い
る
韓
人
を
い
う
。
－
…

　
　
　
第
三
条
　
一
　
目
本
国
は
、
在
日
韓
人
が
こ
の
協
定
の
効
カ
発

　
　
　
　
　
　
生
日
か
ら
2
年
以
内
に
犬
韓
民
国
政
府
の
発
給
す
る
登

　
　
　
　
　
　
録
証
明
曹
を
添
付
し
て
目
本
国
政
府
に
永
住
許
可
を
申

　
　
　
　
　
　
請
す
る
と
き
に
は
こ
れ
を
許
可
す
る
L

（
2
7
）
　
「
・
・
二
九
六
五
隼
に
韓
目
協
定
が
繕
ぱ
れ
た
の
で
す
が
、
そ
れ

　
ま
で
法
的
に
不
安
定
で
、
国
に
帰
る
か
、
日
本
で
永
住
す
る
の
か
、

　
そ
れ
す
ら
民
団
で
も
方
針
が
決
め
ら
れ
な
か
っ
た
わ
け
で
す
。
」
（
洪

　
正
一
．
民
団
犬
阪
本
部
民
生
都
長
の
話
、
共
同
新
聞
、
一
九
七
六
年

　
一
月
一
目
）
。

（
2
8
）
　
在
日
韓
国
人
に
永
住
権
が
与
え
ら
れ
る
な
ら
ぱ
、
い
か
な
る
理

　
由
に
よ
っ
て
も
、
か
れ
ら
に
退
去
強
制
の
規
定
を
適
用
し
て
は
い
け

　
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
目
本
国
に
生
活
の
根
拠
を
お
い
て
い

　
る
か
れ
ら
に
、
一
定
犯
罪
を
お
こ
し
た
と
し
て
、
祖
国
に
強
制
的
に

　
退
去
す
る
こ
と
は
、
日
本
人
の
犯
罪
者
を
国
外
に
強
制
退
去
す
る
の

　
と
同
じ
こ
と
で
、
非
人
道
的
行
為
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

（
徐
龍
達
「
退
去
強
制
処
分
の
不
当
性
」
、
徐
龍
達
編
著
『
韓
国
・
朝

鮮
人
の
現
状
と
将
来
1
「
人
権
先
進
国
・
日
本
」
へ
の
捉
言
1
』
社

会
評
論
社
、
一
九
八
七
年
、
所
収
、
六
三
～
六
九
頁
）
。

　
韓
国
側
は
、
最
初
、
極
左
の
共
産
主
義
者
を
除
い
て
は
退
去
強
制

　
の
適
用
を
拒
否
し
た
の
で
あ
る
が
、
日
本
国
側
の
強
硬
な
立
場
や
在

日
韓
国
．
朝
鮮
人
の
貧
困
状
態
な
ど
の
理
南
に
よ
り
、
そ
の
適
用
範

囲
を
広
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
金
太
基
「
在
日
韓
国
人
の
集
団
ア

鯛
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イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
（
一
九
八
八
年
度
修
士
学
位
取
得
論
文
）
、
四
七

　
～
五
〇
員
。
．

（
2
9
）
　
第
三
六
次
在
目
韓
橘
法
的
地
位
分
科
委
員
会
（
一
九
五
二
年
四

　
月
一
目
）
経
過
報
告
、
前
掲
資
料
、
四
二
一
一
～
四
一
九
頁
。

（
3
0
）
　
吉
沢
清
次
郎
、
前
掲
書
、
四
六
～
四
八
員
。

（
孔
）
　
森
田
芳
夫
、
前
掲
書
、
七
四
～
七
八
頁
。

（
3
2
）
　
鹿
島
平
和
研
究
所
編
『
日
本
外
交
主
要
文
書
．
年
表
（
一
）
一

　
九
四
一
～
六
〇
』
（
原
書
房
、
一
九
八
三
年
）
、
四
二
〇
貫
。

（
3
3
）
　
森
田
芳
夫
、
前
掲
書
、
一
一
〇
～
一
一
四
貢
。

（
3
4
）
　
同
上
書
、
一
六
〇
頁
と
吉
沢
清
次
郎
、
前
掲
書
、
四
九
頁
、
さ

　
ら
に
畠
山
学
「
在
目
韓
国
入
の
法
的
地
位
を
め
ぐ
る
諸
問
題
の
研

　
究
」
（
法
務
総
合
研
究
所
『
法
務
研
究
』
執
告
書
第
七
四
集
第
五
号
、

　
一
九
八
八
年
三
月
）
、
一
一
～
一
五
頁
。

（
舶
）
　
吉
沢
清
次
郎
、
前
掲
書
、
五
一
～
六
一
頁
。

（
3
6
）
　
同
上
書
、
五
〇
員
。

（
η
）
　
第
四
次
国
籍
曳
処
遇
分
科
会
議
（
一
九
五
三
年
六
月
五
目
）
経

　
過
報
告
書
（
韓
国
外
務
部
『
第
一
・
二
・
三
次
韓
圓
会
談
　
在
日
法

　
的
地
位
間
題
委
員
会
会
議
録
』
）
、
四
九
九
頁
。

（
3
8
）
　
横
極
的
な
共
産
主
義
活
動
家
を
指
す
も
の
と
し
て
韓
国
側
が
表

　
現
し
た
。

（
3
9
）
　
第
四
次
国
籍
事
処
遇
分
科
会
議
（
一
九
五
三
年
六
月
五
目
）
経

　
過
報
告
書
、
前
掲
資
料
、
五
〇
二
～
五
〇
八
頁
。

（
4
0
）
　
第
二
次
会
談
が
無
期
限
休
会
に
入
っ
た
理
由
に
関
し
て
は
、

　
「
そ
の
時
（
会
談
が
進
展
を
見
せ
て
い
る
途
中
一
筆
者
註
）
、
韓
国
統

　
一
間
題
に
関
し
て
『
ジ
ュ
ネ
ブ
』
に
て
政
治
会
談
が
開
か
れ
る
よ
う

　
に
な
っ
て
、
日
本
国
側
は
こ
の
政
治
会
談
を
前
に
、
韓
国
の
攻
治
情

勢
を
観
望
す
る
目
的
で
休
会
を
提
議
」
（
韓
国
政
務
局
亜
州
課
「
第

　
六
次
韓
日
会
談
関
係
資
料
・
韓
日
会
談
判
概
観
裏
諸
問
題
」
、
六
七

貫
）
し
た
、
と
い
う
見
解
と
「
会
談
は
員
の
間
休
む
こ
と
に
し
て
七

　
月
二
四
日
休
会
と
な
っ
た
。
と
き
あ
た
か
も
三
年
余
に
及
ぷ
朝
鮮
動

　
乱
の
休
戦
協
定
が
板
門
店
に
お
い
て
調
印
さ
れ
る
（
七
月
二
七
日
直

　
前
で
あ
り
、
目
韓
双
方
と
も
に
こ
の
新
し
い
事
態
の
推
移
を
み
て
か

　
ら
交
渉
を
練
り
直
す
意
図
が
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
」
（
吉
沢
清
次
郎
、

　
前
掲
書
、
六
二
貫
）
と
い
う
異
な
る
見
解
が
あ
る
。
　
　
一

（
4
1
）
　
韓
国
政
府
は
久
保
田
発
言
を
「
久
保
田
妄
言
」
と
い
う
表
現
で

　
表
し
て
い
る
。
（
韓
国
政
務
局
亜
州
課
「
第
六
次
韓
目
会
談
関
係
資

　
料
・
韓
日
会
談
亨
概
観
票
藷
間
題
」
）
、
七
四
頁
。

（
4
2
）
　
久
保
田
発
言
の
内
容
や
会
談
決
裂
の
過
程
に
関
し
て
は
、
真
崎

　
光
晴
『
国
際
問
題
シ
リ
ー
ズ
第
2
7
巻
　
日
韓
交
渉
』
（
目
本
国
際
問

　
題
研
究
所
、
一
九
六
二
年
）
、
八
～
二
一
頁
と
．
吉
沢
蒲
次
郎
、
前
掲

　
書
、
六
二
～
六
五
頁
。

（
4
3
）
　
犬
村
収
容
所
は
主
に
在
圓
韓
国
・
朝
鮮
人
犯
罪
者
の
な
か
で
強

　
制
退
去
の
対
象
に
な
る
者
を
強
制
退
去
さ
せ
る
た
め
の
収
容
所
で
あ

　
る
。
大
村
収
容
所
及
ぴ
当
時
の
強
制
退
去
の
状
況
に
関
し
て
は
、
森

　
本
芳
夫
、
前
掲
書
、
一
六
四
～
一
八
四
員
。

（
μ
）
　
吉
沢
滴
次
郎
、
前
掲
書
、
六
六
－
七
三
員
。

（
4
5
）
　
N
邑
ω
鶉
乳
o
目
（
H
8
o
〇
一
塞
峯
芭
㌣
）
一
掌
雨
ミ
雨
、
ぎ
ミ
県
き
雨

　
o
o
§
§
ミ
竈
§
卜
翁
ミ
9
ミ
s
｝
ミ
§
雨
き
、
§
s
句
婁
ミ
§
言
｛
s
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ミ
§
（
韓
国
外
務
部
「
第
四
次
韓
日
会
談
会
議
録
一
在
目
韓
人
法

　
的
地
位
製
漁
業
・
平
和
線
委
員
会
」
一
本
会
議
録
の
表
紙
は
韓
国
語

　
と
漢
字
で
表
記
さ
れ
て
い
る
が
、
会
談
の
内
容
は
英
語
に
な
っ
て
い

　
る
）
、
や
ε
一

（
妬
）
　
亭
声
一
余
－
－
O
O
O
邑
昌
（
岩
ω
O
〇
一
～
－
…
1
）
一
〇
や
3
－
室
．

（
4
ア
）
　
『
共
同
新
聞
』
（
一
九
八
○
年
四
月
一
五
日
）
、
共
同
新
聞
は
一

　
九
八
○
年
三
月
二
五
日
、
．
四
月
五
日
、
四
月
一
五
目
の
三
回
に
分
け

　
て
、
韓
国
外
務
都
政
務
局
「
外
交
機
癌
・
韓
目
会
談
略
記
」
（
第
四

　
次
韓
目
会
談
ま
で
の
内
容
）
の
中
で
、
特
に
在
日
韓
国
人
の
法
的
地

　
位
問
魍
に
関
す
る
部
分
だ
け
の
要
旨
を
連
蛾
し
た
。

（
4
8
）
　
畠
艘
ω
o
置
昌
（
H
温
o
o
L
o
2
o
＞
1
）
ら
や
色
F
勺
勺
」
ミ
ー
昌
o
o
l

（
4
9
）
　
ま
己
－
一
H
o
二
－
o
o
窃
色
o
自
（
H
ψ
ω
o
〇
一
N
0
0
0
o
戸
）
一
勺
一
〇
〇
〇
、
宝
甘
げ
ω
o
－

　
覇
－
昌
（
－
温
o
〇
一
旨
U
8
．
）
一
勺
勺
．
H
o
o
o
l
H
o
o
H
’

（
5
0
）
童
o
I
し
－
旨
留
邑
昌
（
岩
負
5
オ
o
‘
）
一
や
H
H
♪
H
ζ
ρ

　
ω
g
巴
o
目
（
6
寓
一
6
0
0
．
2
o
く
－
）
一
勺
甲
軍
㎞
～
宝
N
く
艘
ω
鶉
9
o
目

　
（
岩
s
一
H
o
o
o
名
一
）
一
勺
や
8
ω
～
N
8
．

（
肌
）
　
吉
沢
滴
次
郎
、
前
掲
誓
、
七
四
～
七
五
員
。

（
㏄
）
　
在
圓
韓
国
・
棚
鮮
人
の
北
朝
鮮
へ
の
帰
遼
の
過
程
及
ぴ
そ
の
状

　
況
に
関
し
て
は
・
厚
生
省
援
護
局
『
引
揚
げ
と
援
護
三
十
年
の
歩

　
み
』
（
き
ょ
う
せ
い
、
一
九
七
八
年
）
、
一
五
七
～
一
六
七
頁
、
山
村

　
瞳
「
北
朝
鮮
帰
還
が
在
目
朝
鮮
人
運
動
に
お
い
て
果
た
し
た
役
割
と

　
間
題
点
」
（
社
会
運
動
研
究
会
『
公
安
憎
報
』
第
三
三
〇
集
、
一
丸

　
七
八
年
二
一
月
）
、
一
七
～
四
三
頁
、
吉
沢
清
次
郎
、
前
掲
書
、
七

　
四
～
七
八
員
参
照
。

（
珊
）
　
韓
国
政
務
局
亜
州
課
「
第
六
次
韓
日
会
談
関
係
資
料
・
韓
目
会

　
談
判
概
観
実
諸
間
魑
」
）
、
七
八
～
八
二
頁
。

（
“
）
一
≧
一
望
邑
昌
（
岩
S
一
昌
ω
書
）
一
〇
や
O
戸
毛
．
N
O
τ
N
量
．

（
弱
）
　
旨
鼻
一
〇
や
8
ω
～
8
9

（
脆
）
　
亭
鼻
一
勺
l
s
N
．

（
卵
）
　
旨
鼻
b
o
；
ω
①
邑
昌
（
5
舳
“
ミ
o
o
c
一
〇
．
N
含
．

（
躯
）
　
亭
巨
’
N
H
9
ω
＄
9
o
自
（
H
o
ω
P
N
0
0
9
一
）
一
勺
勺
一
N
舳
α
～
N
伽
N
一

（
的
）
　
吉
沢
滴
次
郎
、
前
掲
書
、
七
八
頁
。

（
6
0
）
　
韓
国
政
務
局
亜
州
課
「
第
六
次
韓
目
会
談
関
係
資
料
・
韓
圓
会

　
談
判
概
観
要
諸
間
題
」
・
八
二
～
八
三
頁
。
韓
国
外
務
部
政
務
周
「
外

　
交
機
密
・
韓
圓
会
談
略
記
」
に
よ
る
と
、
在
日
韓
国
人
の
韓
国
へ
の

　
帰
還
に
つ
い
て
諸
描
置
に
つ
い
て
「
大
体
的
な
合
意
を
み
た
も
の
で
・

　
帰
遺
者
に
対
す
る
補
償
金
間
題
に
関
し
目
本
側
は
・
非
公
式
的
に
は

　
一
世
帯
当
り
千
五
百
ド
ル
（
韓
国
側
は
二
千
五
百
ド
ル
）
を
支
払
う

　
こ
と
に
同
意
し
た
が
、
そ
の
支
払
方
法
に
お
い
て
圓
本
側
は
、
米
国

　
政
府
に
対
し
・
同
金
額
を
韓
国
側
に
前
払
い
し
て
く
れ
れ
ば
韓
目
間

　
の
諸
懸
案
問
題
が
解
決
さ
れ
、
国
交
が
正
常
化
し
た
後
に
、
同
金
額

　
を
米
国
政
府
に
滴
算
す
る
こ
と
を
提
議
し
、
米
国
政
府
も
当
初
こ
れ

　
に
応
ず
る
か
の
よ
う
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
米
国
務
省
の
態
度
変
更

　
で
こ
の
提
議
は
、
結
局
失
敗
に
喫
し
韓
日
間
の
交
渉
も
中
断
し
て
し

　
ま
っ
た
。
」
と
い
う
。
（
『
共
同
新
閨
』
、
一
九
八
○
年
四
月
一
五
日
）

（
6
1
）
　
吉
沢
滴
次
郎
、
前
掲
書
、
七
八
～
八
○
頁
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
橋
犬
学
大
挙
院
榑
士
課
程
）

ω




